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定期監査（消防）結果報告 

 

１． 監査の種類 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定に基づく監査（消防監査） 

２． 監査を実施した監査委員 

小林市監査委員  畠中 光男  

３． 監査の対象 

小林地区 ２分団（第３、４分団） 計 ７部 

須木地区 ３分団（第５、６、７分団） 計 ６部 

４． 監査委員の除斥 

本件については、地方自治法第 199 条の２の規定により、貴嶋憲太郎監

査委員を除斥した。 

５． 監査の範囲 

小林市消防団各部の詰所、車両、機械器具等の維持管理状況 

６． 監査の実施期間 

令和６年 10 月６日 

７． 監査の着眼点 

 主な着眼点は、次のとおりである。 

  （１） 詰所の維持管理は、適切に行われているか。 

  （２） 車両及び機械器具の維持管理は、適切に行われているか。 

  （３） 出動等の記録及び整理が、適切に行われているか。 
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８． 監査の方法 

小林地区（計４分団 13 部）、須木地区（計３分団６部）、野尻地区（計３

分団６部）を２つのグループに分けた上で、隔年で実施している。 

各消防団詰所において、消防団の団長をはじめ団幹部、部長、部の幹部、

地元消防協力会長、危機管理課長及び担当職員の立会いの下で、詰所、車

両、機械器具等の維持管理状況について監査を実施した。 

９． 監査の結果 

監査の結果については、全体的におおむね良好と認めた。 

消防団員は、それぞれ本業をほかに持ちながら、市民の生命と財産を守

るため、火災、風水害等の災害、有事の際には消防活動に尽力され、平常

時においては、訓練、防火啓発等を行っており、日頃から地域防災上重要

な役割を果たされている。 

団長をはじめ各団員の活動及び活躍に心から敬意を表する。 

改善又は検討を要する事項については、以下のとおりである。 

なお、軽微な事項については、口頭で改善を要望したので、記述を省略

する。 

（１） 詰所の維持管理について 

詰所については、おおむね良好と認めたが、雨どいの金具が外れている

部が見られた。定期的な点検を実施し、施設において不具合を発見した場

合には、所管課である危機管理課へ早急に報告されたい。 

（２） 車両の整備及び管理状況について 

車両については、おおむね良好と認めたが、車体前方が一部破損してい

るものが一台、作業灯が点灯しないものが一台見られた。 

車両整備は、消防活動の根幹をなすため、万全な体制で対応できるよう

日頃の点検及び整備に努められたい。 

（３） 機械器具の整備及び管理状況について 

機械器具については、各部とも整理整頓され、使用後も行き届いた手入
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れがなされていた。 

しかし、投光器が片方点灯しない状態であった部が見られた。緊急時に

使用不可能では、活動に支障を来すため、日頃から十分点検されたい。 

また、備品台帳と実数の不一致が多数見られたので、調査確認の上、整

備されたい。 

（４） 業務日誌の記録及び整理状況について 

業務日誌については、案件名、機械の点検欄等において、記入漏れが多

数見られた。 

業務日誌の記録は、業務遂行の充実を図る上で重要となるので、確実な

記録整理に努められたい。 

 

所管課である危機管理課においては、詰所、車両、機械器具等の維持管

理について、各部における管理状況を把握するとともに、団員への十分な

説明、周知及び指導を徹底されたい。 


